
 - 13 - 

2 総務費 

 

1 総務管理費    1 一般管理費 

[担当：藤代総合窓口課] P.52 

0801 藤代総合窓口事務に要する経費 3,526,000円（3,748,000円） 

[一財 3,526,000円] 

○ 目的 

  市民の利便性を確保するため、各窓口を一体化した総合窓口を設置し、市民サービスの

向上を図る。 

○ 内容 

藤代庁舎に市民課窓口、税窓口、福祉窓口、国保年金窓口、市民生活窓口を設置してい

ることから、その各窓口事務に要する消耗品や事務機器の使用料が主なものである。 

 

[担当：市民活動支援課] P.53 

1201 市民憲章推進協議会に要する経費  2,126,000円（2,362,000円） 

[一財 2,126,000円] 

○ 目的 

  市民のみなさんが郷土を愛し誇りを持てるように、また、明るく住みよいまちを築くた

めに制定された市民憲章の普及啓発と事業の推進を図る。 

○ 内容 

・市民憲章推進協議会への補助 

（協議会の主な活動） 

市民憲章の普及啓発活動 

美しい街づくり運動 

市内各地区の地区清掃活動 

市民憲章推進活動に対する団体等への補助 等 

 
[担当：人事課] P.54 

2101 人事管理に要する経費 29,741,000円（24,056,000円） 

[その他 1,000円 一財 29,740,000円] 

＊特財積算根拠 

[諸収入:地方公務員災害補償基金負担金過納分 1,000円]  

○ 目的 

実務研修として県へ職員を派遣し資質の向上を図っていくため、さらに、取手地方広域

下水道組合・公益法人への派遣は、執行体制の充実のため、県への職員の派遣を実施する。 

○ 内容 

・県への派遣            3名（実務研修） 

・取手地方広域下水道組合への派遣 10名（派遣） 

・公益法人への派遣        11名（派遣） 
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[担当：人事課] P.55 

2201 職員研修に要する経費 4,681,000円（6,150,000円） 

[一財 4,681,000円] 

○ 目的 
市行政を担う職員一人ひとりの意識改革と能力開発を図り、個性と潜在能力を高めなが

ら、創造性豊かで柔軟に対応できる人材を育成する。 
さらには、人事評価制度の本格的導入に向けて、評価能力の向上を図る。 
○ 内容 
研修予定一覧                           （単位：人） 

区   分 研 修 名 対   象 受講人員 
新任職員研修 新規採用職員    8 

上級職員ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修 採用後16年の職員   30 階層別研修 

(庁内研修) 
人事評価制度研修 

副参事以上、消防職員、

調理員・用務員の評価者 
  330 

技術職員研修 希望職員   40 

保育士研修 指定職員   21 専門特別研修 

社会福祉施設体験研修 指定職員    8 

茨城県自治研修所 20研修：指定職員   60 

常総広域職員共同研修 12研修：指定職員   121 

市町村アカデミー  5研修：指定職員    5 
派遣研修 

各種研修講座 希望職員   50 

合   計     673 

 
[担当：防災対策課] P.56 

3001 防犯に要する経費  2,648,000円（3,404,000円） 

[一財 2,648,000円] 

○ 目的 
  防犯や暴力追放とその暴力的素地を排除し、もって取手市の健全、かつ明朗な発展を期
することを目的とする団体に補助することにより、犯罪のない明るい社会の実現と、市民

の防犯・暴力追放思想の普及、高揚、善良の風俗の保護並びに少年の健全育成に寄与する。 
○ 内容 
・防犯協会・暴力追放委員会への補助 
・防犯・暴力追放街頭キャンペ－ンの実施 
・自主防犯組織結成事業の補助及び結成促進 

  ・防犯パトロ－ル、座談会の開催 
  ・警察への連絡 
 
1 総務管理費    2 文書広報費 

[担当：情報管理課] P.57 

2101  ファイリングシステムに要する経費  1,398,000円（1,533,000円） 

[一財 1,398,000円] 
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○ 目的 
  ファイリングシステムは平成 9年度から各部署へ順次導入を行い、現在は全庁的に全職
員で維持管理に取り組んでいる状況である。また、平成16年度に旧取手市と旧藤代町との

合併により文書量も一段と増えたが、システムの運用により良好に管理することができて

いる。ファイリングシステムによって、市民との共有財産である公文書を効率的に管理し、

情報開示請求権及び自己情報コントロール権を今後も維持する。 
○ 内容 
導入後9年が経過し、職員全員で維持管理に努めている。平成15年度より取手市文書管

理委員会を設置し、職員自らの同システムに対する取り組みを促し、維持管理を行ってい

る。これにより、情報公開条例及び個人情報保護条例の円滑な運用と市民サービスの向上

に資するものである。 
 
[担当：広報広聴課] P.58 

2701 広聴活動に要する経費  22,000円（19,000円） 

[一財 22,000円]  

○ 目的 

住民懇談会や市長への手紙、中学生との交流会等の事業を行い、市民の声を市政に反映

する。 

○ 内容 

      ・消耗品及び食糧費                18,000円 

・市長への手紙料金後納                 4,000円 

 

[担当：広報広聴課] P.58 

2801 広報発行に要する経費  24,036,000円（24,936,000円） 

[国･県 61,000円 その他 1,310,000円 一財 22,665,000円] 

＊特財積算根拠 

[国委:自衛官募集事務委託金 61,000円］ 

[諸収入:広告掲載料 1,310,000円］ 

○ 目的 

  市の施策やお知らせ、市内の出来事等を掲載し、行政と市民を結ぶパイプ役として、的

確な情報を提供し、市政への関心を高めるとともに、市政への参加意識の高揚を図る。 

○ 内容 

  ＜広報とりでの発行＞ 

  (1) 広報発行に要する経費 

        内訳 ・広報印刷に要する経費               9,594,000円 

              ・新聞折り込みに要する経費           9,333,000円 

              ・消耗品及び、新聞等定期購入費            785,000円 

・写真現像・焼付、封筒印刷                  550,000円 

              ・パソコン使用料                     502,000円 

        ・広報郵送料                   2,029,000円 
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  (2) 発行概要 

      ・規格：タブロイド判 年24回 （計202ページ） 

               12ページ  年 3回 

8ページ  年 20回 

6ページ  年 1回 

      ・印刷部数   46,200部 

      ・配布方法     ・新聞折り込みによる配布（折り込み部数  44,000部） 

・郵送による配布（郵送件数  850部）※新聞未購読者等への郵送 

・その他  市民課、支所、公民館、郵便局、駅（JR）等に配置 

 

[担当：市民課] P.59 

2901  市民相談に要する経費  5,245,000円（5,734,000円） 

[一財 5,245,000円] 

○ 目的 

  来庁者へ的確な案内、市民の日常生活上の悩みに応じた各種相談業務の開設をすること

で市民の利便性を図る。 

○ 内容 

市民相談一覧     

相  談  種  別 内         容 

市 民 相 談 
市民の相談に適した担当課の案内、その他民事上の相

談に関すること 

総 合 案 内 窓 口 来庁者に対する案内業務に関すること 

行 政 相 談 （ 月 2 回 ） 行政（国や県）に関すること 

人 権 相 談 （ 月 2 回 ） 人権・金銭貸借・相続・近隣関係等に関すること 

司法書士相談（月 1回） 土地・建物等の売買、相続・贈与等に関すること 

法 律 相 談 （ 月 4 回 ） 損害賠償・相続・金銭貸借等民事事案に関すること 

不動産に関する相談（月1回） 土地の価格等不動産全般に関すること 

社会保険労務士相談（月１回） 年金･労働問題全般に関すること 

 
[担当：広報広聴課] P.59 

3101  ホームページ管理に要する経費 370,000円（510,000円） 

[その他 370,000円] 

＊特財積算根拠 

 [諸収入:広告掲載料 370,000円］ 

○ 目的 

 情報の充実を図り電子情報化社会に即応したより良い内容の情報提供を目指す。 

○ 内容 

  ・サポート業務一式         370,000円 
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1 総務管理費    3 友好交流費 

[担当：秘書課] P.60 

2001  都市間交流に要する経費  4,482,000円（5,372,000円） 

[一財 4,482,000円] 

○ 目的 

取手市民とユーバ市民の交流を深めるとともに、さらに国際性豊かな学生を育成するた

め、ユーバ市の受け入れ事業および取手市中･高生の派遣事業を実施し、国際社会の構築を

積極的に推進する。 

さらに、中国桂林市との友好都市交流についても、市民レベルでの交流を中心に交流を

行い、中学生等の派遣を視野に入れて交流を推進する。 

また、取手市国際交流協会の活動は在住外国人に対する支援活動や在住外国人相互の交流、

さらには在住外国人と市民の交流等により外国人が住みやすい環境をつくるための事業を

推進しており、市として国際交流協会の活動を支援する。 

○ 内容 

・取手市国際交流協会への補助 804,000円（含旅費4,000円） 

〔主な事業〕 

外国人による日本語スピーチコンテスト（7/14開催予定）・東京芸大留学生による秋の国

際交流音楽会・外国人とのふれあい交流会･外国人のための日本語教室･会報の発行・世界

の料理を楽しむ集い・通訳等のボランティア 等 

・ユーバ市（中･高生）派遣補助金 750,000円 

・ユーバ市（随行職員等）派遣事業 1,168,000円 

〔主な事業〕 

市内中･高生の代表による派遣団派遣 

・ユーバ市訪問団受け入れホストファミリー謝礼 400,000円 

・ユーバ市訪問団受け入れ事業 266,000円 

〔主な事業〕 

ユーバ市の一般市民・学生の代表による訪問団受け入れ 

・桂林市交流事業 1,084,000円 

〔主な事業〕 

桂林市への市民親善訪問団派遣 

･日中友好協会負担金 10,000円 

 

1 総務管理費    4 財政管理費 

[担当：財政課] P.61 

1001  取手市補助金等検討委員会に要する経費  361,000円（452,000円）   

[一財 361,000円] 

○ 目的 

今日の社会経済状況の下で公益性、費用対効果の見地から、改めて補助金交付要件の適

合性についての見直しを目的に、平成15年1月28日に取手市補助金等検討委員会（第三

者評価機関）を設置。委員7名、学識経験者等で構成。 
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○ 内容 

行政がパートナーシップを組めるような自発的な市民活動を促進するために、新たな公

共サービスの提供とその担い手の育成を目的とした新たな補助金制度システムの構築と補

助金等の審査・検討を行う。 

 
1 総務管理費    6 財産管理費 

[担当：管財課] P.63 

0601  入札事務に要する経費 2,942,000円（7,905,000円） 

[一財 2,942,000円] 

○ 目的 

県の電子入札システムを共同利用することにより、入札事務の簡素化、迅速化及び入札

の公正・公平性、競争性の向上を図る。 

○ 内容 

平成18年度に電子入札システムを導入したため、今年度は電子入札システムの使用料

等を計上するものである。 

電子入札システム共同利用に要する経費 

・需用費 

消耗品                      21,000円 

・使用料及び賃借料 

電子入札システム使用料   2,648,000円 

 

[担当：管財課] P.64 

2001  庁舎の管理に要する経費  98,716,000円（99,726,000円） 

[その他 1,414,000円 一財 97,302,000円] 

＊特財積算根拠 

[繰入金:公共施設整備基金繰入金 600,000円］ 

[諸収入:建物使用負担金 274,000円] 

[諸収入:こども発達センター光熱水費使用料 540,000円］ 

○ 目的 

  庁舎全体の維持管理を図る。 

○ 内容                          （注）関東自転車競技会 

委     託     料 予算額（円） 内        容 

庁舎管理業務委託料 18,696,000 18,695,880×1 

夜間警備委託料 5,708,000 
5,544,000×1 

旧高須小学校     163,800×1 

電話交換業務委託料 10,232,000 10,231,200×1 

消防設備保守点検委託料 699,000 

庁舎年2回  525,000×1 

会議室借上（関自競）（注） 

年1回  123,900×1 

旧高須小  49,350×1 



 - 19 - 

電気設備検査委託料 336,000 

庁舎年1回  200,000×1 

会議室借上（関自競） 

年1回 135,828×１ 
エレベーター保守点検委託料 517,000 年4回 

自動ドア保守点検委託料 326,000 年2回 

冷凍機保守点検委託料 634,000 年1回 

庁舎庭園環境整備委託料 1,200,000 年4回 

市役所敷地内草刈業務委託料 840,000 年1回 

浄化槽清掃及び点検委託料 40,000 
会議室借上（関自競） 

年1回 40,000×１ 

空調機保守点検委託料 350,000 

庁舎年4回241,500×1 

会議室借上（関自競） 
年2回 108,000×１ 

地下タンク埋設配管漏洩検査委託料 72,000 年1回 

分庁舎機械警備業務委託料 397,000 
会議室借上（関自競） 

396,900×1 

ガスヒートポンプエアコン 

保守点検委託料 
662,000 年1回 

電波障害対策施設保守点検委託料 218,000 年1回 

電話交換機保守点検委託料 2,495,000 207,900×12月 

受水槽清掃業務委託料 35,000 
会議室借上（関自競） 

 年1回 

庭園環境整備委託料 943,000 
旧高須小学校 

943,000×1 

 

[担当：管財課] P.65 

2101  自動車の維持管理に要する経費  23,413,000円（24,854,000円） 

[一財 23,413,000円] 

○ 目的 

  公用車の維持管理を図る。 

○ 内容 

委  託  料 予 算 額（円） 内   容 

民間バス運行委託料 4,639,000 35,679×130日 

 

使用料及び賃借料 予 算 額（円） 内   容 

公用車リース料 7,074,000 

現リース車      14台 

(内2台は7月、1台は11

月でリース終了) 

新規リース車     7台 
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[担当：管財課] P.66 

2201  市有財産管理に要する経費  3,283,000円（3,257,000円） 

[一財  3,283,000円] 

○ 目的 

  市有地の環境整備を図る。 

○ 内容 

委  託  料 予 算 額（円） 内   容 

市有地草刈業務委託料 2,657,000 市有地25ヶ所を年2回実施 

 

[担当：管財課] P.66 

2301  藤代庁舎の管理に要する経費  31,709,000円（33,444,000円） 

[一財 31,709,000円] 

○ 目的 

藤代庁舎全体の維持管理を図る。 

○ 内容 

 
1 総務管理費  7 企画費 

[担当：企画課] P.67 

0501  企画事務に要する経費  10,719,000円（17,675,000円） 

[一財 10,719,000円] 

・市民意識調査委託 993,000円 

○ 目的 

第五次取手市総合計画のまちづくり課題を政策・施策・基本事業の政策体系別に整理し、

基本計画の各分野でまちづくり指標と目標値を設定した。 

この市民意識調査は、各施策や基本事業の成果指標に対する現状値の把握を行い、この

数値と将来の目標値を比較することにより、現状値に対する経年変化を把握し、各種事務

事業が上位の基本事業や施策に結びついているか、どの程度成果が上がっているかを判断

するものであり、平成17年度から毎年実施している。 

○ 内容 

昨年度実施した市民意識調査の内容を中心に、市内在住の取手市民（満20歳以上）2,000

委     託     料 予 算 額（円） 内   容 

庁舎管理業務委託料 12,991,000 12,990,600×1 

夜間警備委託料 4,070,000 4,069,800×1 

消防設備保守点検委託料 365,000 年2回 

電気設備検査委託料 231,000 231,000×1 

エレベーター保守点検委託料 328,000 327,600×1 

自動ドア保守点検委託料 234,000 年2回 

庁舎庭園環境整備委託料 900,000 年3回 

電波障害対策施設保守点検委託料 301,000 年1回 
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人を対象に無作為抽出しアンケート調査を実施する。なお、調査の目的を達成するため、

本調査は毎年行うものである。 

 

・行政経営システム構築に係る指導支援業務委託 7,875,000円 

○ 目的 

 行政運営に経営的な視点を取り入れ、行政経営システムを構築するための指導支援を請

う。施策や事務事業の行政評価が計画と予算、また定員管理や情報公開にも結びつくよう

な行政経営システムの構築を目指すため、計画的に進めるものである。 
本年度も引き続き政策会議等を行い、来年度の予算編成にも活かしていくとともに、総

合計画（基本計画）に基づいた政策体系の重点施策の検討を中心に会議を行うにあたって

アドバイザーからの助言を受けながら進めていく。 

○ 内容 

平成19年度は、以下の作業についてアドバイザーの指導支援・点検等のフォローアップ

を行う。 

対  象  者 主   な   内   容 

特別職・部長職 
全庁政策会議：基本計画の重点施策の検討、施策の貢献度・優

先度評価、主要事務事業2次評価会議 

課長級 
施策企画会議：事務事業の貢献度評価、重点基本事業の具体化、 

       事務事業2次評価会議 

課長補佐級・係長級 事務事業評価会議：個別指導点検会 

 

 

[担当：企画課] P.68 

1001 行政改革推進委員会に要する経費  375,000円（125,000円） 

[一財 375,000円] 

○ 目的 

 社会経済情勢の変化に対応した適正にして効率的な市政の実現を図るため、取手市の行

政改革の推進に関する重要事項を調査審議し、建議する。 

○ 内容 

 委員会は、一般公募委員5名を含む15名の委員で、平成18年2月9日に設置した。平

成18年3月に策定した「取手市行財政集中改革プラン」に基づいた行政改革の進捗状況の

報告を行い、委員会からの意見をいただき、行政改革の更なる推進を実施する。 

 

1 総務管理費    8 電算組織管理費 

[担当：情報管理課] P.68 

2001  電算・ＯＡ化等に要する経費  333,866,000円（352,501,000円） 

[国･県 2,196,000円 その他 64,000円 一財 331,606,000円］ 

＊特財積算根拠 

[国委:国民年金事務委託金 2,000,000円] 

[国委:特別児童扶養手当事務委託金 164,000円] 
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[県委:常住人口調査32,000円] 

[財産収入:(株)茨城計算センター配当金 64,000円] 

○ 目的 

  諸証明発行や各種申請･届出の受付等の窓口業務、税の賦課徴収や会計事務処理等の内部

業務について、コンピュータシステムを利用することにより、迅速かつ正確な処理および

事務作業の省力化、効率化を図る。 

 また、庁内ネットワークを活用することにより、藤代庁舎、取手支所、取手駅前窓口の

出先機関においても本庁舎と同様の諸証明発行や、申請･届出の受付を行なう等、信頼性、

即時性の高い住民サービスの提供を行なう。さらに、インターネットを利用した窓口サー

ビスの拡充を推進し、簡易性、利便性の向上を図る。 

○ 内容 

（1）各種ネットワーク構築及び維持費 

 県と共同で、高速通信基盤である県域ＷＡＮ（いばらきブロードバンドネットワーク）

を整備運営しており、本庁と市域内各施設を結ぶ地域公共ネットワークを接続している。 

これにより本庁各課及び出先機関が、ＬＧＷＡＮ（総合行政ネットワーク）を利用して

国や県と接続し、行政間の情報の取得や共有を行なうことが可能となっている。また、各

部署が関係省庁や県の独自システムと接続して、報告業務や申請業務を行う際の通信基盤

としても活用している。 

 さらに、本庁内、公共施設及び小中学校のインターネット接続環境の集約化を実施し、

住民情報端末を設置し情報提供を行うとともに、県との共同システムである電子申請･届出

システムやスポーツ施設予約システムを運用すること等で、インターネットを利用した窓

口サービスの拡充を図るものである。 

 

 ・いばらきブロードバンド負担金          5,756,000円 

・ＬＧＷＡＮ関連機器設置費              1,550,000円 

  サービス提供装置使用料            869,000円 

サービス提供機器保守点検委託料        681,000円 

・ＷＥＢサーバシステム使用料            1,961,000円 

・情報系ネットワーク運用管理業務委託料  2,520,000円 

・スーパーワイドＬＡＮ使用料           40,715,000円 

 ・事務用パソコン使用料                 19,455,000円 
 ・情報系端末用パソコン使用料            1,656,000円 

 ・電子申請･届出システム負担金           1,700,000円 
 ・スポーツ施設予約システム 

整備運営協議会負担金          1,649,000円 
（2）電算機処理委託・電子計算機器リース 

住民基本台帳・各種税台帳等大量のデータ処理及び管理、財務会計・予算編成等の事務

処理システムの開発・運用、各種帳票類の作成等を委託するものである。 

また、これらシステムの安全で確実な稼動のため、サーバ、バックアップ装置、ネット

ワーク機器及び窓口端末等、住民サービスの提供及び内部事務処理上重要な機器類につい



 - 23 - 

て、整備や維持を図るものである。 

 ・電算機情報処理業務委託             236,500,000円 
 ・ＯＡ機器使用料                      17,305,000円 

 
1 総務管理費    9 交通安全対策費 

[担当：防災対策課] P.70 

0501  交通安全事務に要する経費  4,283,000円（4,315,000円） 

[その他 287,000円  一財 3,996,000円］ 

＊特財積算根拠 

[諸収入:県民交通災害共済加入推進交付金 287,000円] 

○ 目的 

  交通安全キャンペ－ン、交通安全教室等の活動を通し、事故のない明るい街づくりを目

指す。また、民間各交通安全活動団体を育成し、市民の交通安全意識の高揚を図る。 

○ 内容 

  ・各交通安全対策に関する会議等への出席 

  ・春、夏、秋、年末の交通安全運動の実施 

  ・幼児、児童、生徒、高齢者への交通安全教室の開催 

  ・各交通安全活動団体への負担金、補助金 

  ・チャイルドシ－ト購入者への補助金 

   ０才児（購入時）を対象に、チャイルドシ－トを購入した保護者に対し、上限5,000 

  円の補助金を交付 

 

[担当：防災対策課] P.71 

2001  交通安全の施設整備に要する経費  5,322,000円（5,322,000円） 

[一財 5,322,000円］ 

○ 目的 

  交通事故の未然防止と安全通行の円滑化を図る。 

○ 内容 

  ・カーブミラー新設 49基、修繕 42ヶ所 

・交通安全看板の設置 

  ・道路区画線標示 3,000ｍ、修繕 3,680ｍ 

 ・パトライト修理 

 

[担当：防災対策課] P.71 

2101  自転車駐車場の維持管理に要する経費  44,936,000円（44,378,000円） 
[その他 37,963,000円  一財 6,973,000円］ 

＊特財積算根拠 

[使用料:自転車駐車場使用料 34,938,000円 バイク駐車場使用料 3,024,000円] 

[諸収入:電話通話料1,000円] 
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○ 目的 

  自転車利用者の利便を図り、良好な駐車場の管理を行う。 

○ 内容 

  ・自転車駐車場管理委託（有料5ヶ所、無料5ヶ所） 

  ・更新手続事務委託（有料4ヶ所） 

・自転車駐車場土地借上料（有料3ヶ所、無料1ヶ所） 

・自転車駐車場施設借上料（有料1ヶ所） 

 

[担当：防災対策課] P.72 

2201  放置自転車対策に要する経費  6,681,000円（6,626,000円） 

[その他 385,000円  一財 6,296,000円］ 

＊特財積算根拠 

[手数料：放置自転車移動保管手数料 385,000円] 

○ 目的 

  取手駅、新取手駅前の放置自転車をなくし、良好な環境の確保と交通の円滑化を図る。 

○ 内容 

  ・放置自転車撤去移動 

  ・放置自転車処分 

  ・保管場所管理、放置自転車の返還 

  ・取手駅放置整理区域の監視 

 

[担当：防災対策課] P.72 

2301  交通安全推進指導隊に要する経費  2,467,000円（2,477,000円） 

[一財 2,467,000円］ 

○ 目的 

  交通安全事故防止及び交通道徳の高揚を図り、市民の自主的活動を推進指導する。 

○ 内容 

  ・各交通安全運動期間中のキャンペ－ン、立哨活動 

  ・通学路の安全点検 

  ・花火大会、地区祭礼指導等での交通整理 
 

1 総務管理費    10 地方振興費 

[担当：市民活動支援課] P.73 

1001  市政協力員に要する経費  22,497,000円（22,417,000円） 

[一財 22,497,000円］ 

○ 目的 

  地域と行政との連絡調整役として市政協力員を委嘱し、行政からの連絡事項の周知伝

達・地域コミュニティづくり等を行い各地区の自治の推進と発展を図る。 

また、任意団体である市政協力員連絡協議会へ補助金を交付し、市政協力員としての見

識を深めるとともに、会員相互の情報交換を行う。 
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○ 内容 

・市政協力員報酬（市政協力員  81名） 

・市政協力員会議出席時費用弁償 

  ・市政協力員連絡協議会への補助 
 

[担当：市民活動支援課] P.73 

2001  地区振興に要する経費  20,389,000円(20,238,000円) 

[その他 2,501,000円 一財 17,888,000円］ 

＊特財積算根拠 

[手数料:地縁団体登録手数料 1,000円] 

[諸収入:コミュニティ助成事業補助金 2,500,000円] 

○ 目的 

  各地区の自主的なコミュニティづくりのための活動を積極的に支援し、地域の連帯感を

深め、自治組織の強化と円滑な運営を図る。 

○ 内容 

  ・地区補助金の交付（74地区） 

  ・掲示板の修繕 

  ・コミュニティ助成事業補助（野々井区会） 

 

[担当：市民活動支援課] P.73 

2201 市民活動支援に要する経費 3,975,000円（6,905,000円） 

[その他 1,000円 一財 3,974,000円 ] 

＊ 特財積算根拠 

[諸収入:コピー使用料 1,000円] 

○ 目的 

 市民の自主的な社会貢献活動を促進するために、市民活動支援センターを拠点として

様々な分野における活動情報の収集・提供をおこない、市民活動の利便性の向上や団体間

の連携強化を図る。また、講座や講演会等の学習する機会を設け、市民活動への関心と理

解を高めるとともに、人材の育成及び団体の組織力強化を図る。 
さらに、地域まちづくり事業等の支援事業を展開し、市民が積極的にまちづくりに参加

できるような環境を整備する。 
○ 内容 

 ・地域まちづくり事業実施団体への補助 

・市民活動団体支援セミナー及び講演会など学習機会の提供 
・市民活動団体への活動場所と情報の提供 
・市民活動支援センターの管理運営 
 

[担当：市民活動支援課] P.74 

2301 地区集会所整備に要する経費 20,200,000円（20,508,000円） 

[一財 20,200,000円] 
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○ 目的 

 自治会・町内会が自主的に行う地域集会所の新築・増改築・修繕等に要する経費の一部

を補助し、地域コミュニティ活動を側面から支援する。 
○ 内容 
・地域集会所建設等事業補助（2ヶ所） 
 
1 総務管理費    11 災害対策費 

[担当：防災対策課] P.75 

2001  防災会議に要する経費  117,000円（117,000円） 

[一財 117,000円］ 

○ 目的 

  災害対策基本法に基づき取手市防災会議を設置し、取手市地域防災計画の作成及びその

実施の推進を図る。 

○ 内容 

  ・防災会議委員の報酬及び旅費 

 

[担当：防災対策課] P.75 

2101  防災訓練に要する経費  721,000円（4,957,000円） 
[一財721,000円］ 

○ 目的 

  取手市防災計画に基づき、防災関係機関や市民の協力･参加を得て総合的な防災訓練を行

うことで、災害発生時における防災対策の習熟と防災関係機関相互の協力連帯体制の強化

と市民の防災意識の高揚を図る｡ 

○ 内容 

  非常参集、災害対策本部設置、災害情報収集･報告、住民避難等の訓練 

 

[担当：防災対策課] P.75 

2201  災害対策に要する経費  15,003,000円（18,769,000円） 

[一財 15,003,000円] 

○ 目的 

 災害時に備えての準備及び発生時の応急処理を行なう｡ 

○ 内容 

・中越大震災ネットワークおぢやへ加盟しており、今後災害時の自治体災害対応の教訓

の共有化を図るとともに、災害発生時における被災市町村の災害対応業務支援のため

の情報提供と経験職員の派遣調整による互助のネットワークを構築する。 

・防災フェアや防災講演会に積極的に参加し防災の認識を深める。 

災害時優先携帯電話にて重要通信を確保し災害に強い通信ネットワークに努める。 

・利根川水系県南水防事務組合、稲敷地方広域市町村圏事務組合との連携による水防対

策の充実を図る。 
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[担当：防災対策課] P.76 

2301  防災施設等の整備に要する経費  125,391,000円（278,666,000円） 

[地方債 113,500,000円 その他 6,000,000円 一財 5,891,000円] 

＊特財積算根拠 

[市債:合併特例債 119,503,000円×95%≒113,500,000円] 

[繰入金:公共施設整備基金繰入金 6,000,000円] 

○ 目的 

  災害時における災害情報収集、災害情報の伝達を迅速・正確に行なうため機器等の整備

を推進する。 

○ 内容 

 ・平成18年度は、旧取手市に防災行政無線施設整備工事(デジタル方式)を実施した。今

年度は旧藤代町の既設置防災行政無線をアナログ方式からデジタル方式へ更新するた

めの工事を実施する｡ 

・防災機器に関する消耗品、修繕料、その他諸経費 

・地域防災無線及び防災行政無線の保守点検を行う。 

 

[担当：防災対策課] P.77 

2401  自主防災組織に要する経費  6,700,000円（6,510,000円） 

[国･県 300,000円 一財 6,400,000円］ 

＊特財積算根拠 

[県補:自主防災組織育成事業補助金 300,000円] 

○ 目的 

  市民の防災意識と地域防災力の向上を図り、災害時の被害の軽減を図る。 

○ 内容 

 ・自主防災組織の活動を促進するため、運営及び資機材補助金を交付する。 

 
1 総務管理費    12 国民保護対策費 

[担当：防災対策課] P.77 

2001 国民保護対策に要する経費  117,000円（233,000円）  

[一財 117,000円］ 

○ 目的 

国民保護法に基づき取手市国民保護協議会を設置し、取手市の国民の保護のための措置

に関する施策を総合的に推進する。 

○ 内容 

 ・国民保護協議会委員の報酬及び旅費 

 

1 総務管理費    13 男女共同参画推進費 

[担当：秘書課] P.77 

1001  男女共同参画審議会に要する経費  250,000円（250,000円） 

[一財 250,000円] 
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○ 目的 

  本市における男女共同参画社会推進のための市長の諮問に応じ調査審議するほか、市長

に建議する。 

○ 内容 

1.男女共同参画計画の策定及び変更に関すること 

2.施策の基本的事項及び重要事項に関すること 

 

[担当：秘書課] P.77 

2001  男女共同参画社会の推進に要する経費  1,283,000円（1,906,000円） 

[一財 1,283,000円]  

○ 目的 

  家庭、職場、地域などあらゆる分野において男性と女性がお互いの人権を尊重し個性と

能力を充分に活かしきれる男女共同参画社会をめざし、意識の改革と環境の整備、政策方

針決定の場への女性の参画促進のための施策を、市、市民及び事業者が実施する。 

○ 内容 

〔意識の改革事業〕 

･男女共同参画情報紙の発行、折込み、編集員謝礼794,000円 

〔人材育成事業〕 

･ハーモニーフライトいばらき補助金（年1回県主催の海外研修派遣事業に参加する市民

に対し費用の一部を助成し人材の確保育成を図る）100,000円 

・女性リーダー育成補助金（国及び県主催の研修に参加する市民に費用の一部を助成し、

核となる地域リーダーの確保と育成を図る）20,000円 

･男女共同参画地域推進委託料（各分野の市民団体推薦者が実行委員会を組織し、講演会

事業などを実施する）300,000円 

･男女共同参画参画市民出前説明員謝礼8,000円 

〔相談事業〕 

･男女共同参画苦情処理員報酬･費用弁償 25,000円 

（市が実施する男女共同参画に関する施策等についての意見・苦情の申し出に対応する） 

 

1 総務管理費    15 諸費 

[担当：総務課] P.79 

2001  非核平和推進関係経費  489,000円（601,000円） 

[その他 400,000円  一財 89,000円］ 

＊特財積算根拠 

[財産収入:平和基金利子 1,894,407円×0.2%≒3,000円] 

[寄附金:平和基金寄附金 75,000円] 

[繰入金:平和基金繰入金 320,000円] 

[諸収入:戦争体験記売却代 2,000円] 

○ 目的 

  非核兵器平和都市宣言都市として、戦争の悲惨さや核兵器の恐ろしさを後世に伝えると
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共に、平和の尊さを広く啓発する。 

○ 内容 

 (1)平和基金への積立 79,000円 

平和基金の募金箱を市内金融機関等41ヶ所に設置し、募金活動を行う。 

  (2)平和図書の購入 320,000円 

市内中学校(取手第一中学校･取手第二中学校･戸頭中学校･取手東中学校･永山中学

校･野々井中学校･藤代中学校･藤代南中学校)へ平和図書の配架を行う。 

(3)非核宣言自治体協議会への負担金 60,000円 

 

[担当：指導課] P.79 

2002  中学生平和大使派遣事業関係経費  1,151,000円（1,188,000円） 

[一財 1,151,000円] 

○ 目的 

  被爆から半世紀以上が経過し、年々戦争や被爆体験が風化し、継承が大きな課題となっ

ている。次代を担う中学生に核兵器の恐ろしさ、戦争の悲惨さ、平和･命の尊さを伝えてい

く。 

○ 内容 

 夏休みに、中学生代表16名、教師代表1名、事務局1名の計18名を広島市に派遣し、 

平和資料館見学、被爆体験講話、非核兵器平和都市広島の現状視察など行う。また、帰校

後、体験報告を全生徒に伝え、平和教育の推進に努める。 

 
[担当：総務課] P.80 

2101  地域改善対策に要する経費  1,400,000円（1,459,000円） 

[一財 1,400,000円] 

○ 目的 

  人権・同和問題の正しい理解と認識を深め、差別の解消を図る。 

○ 内容 

 (1)茨城県地域人権運動連合会取手支部への補助金 348,000円 

(2)全日本同和会茨城県連合会取手支部への補助金 600,000円 

(3)同和問題学習会への参加  

研修旅費 165,000円 資料代 200,000円 参加費 50,000円 

 

[担当：企画課] P.80 

2701 常総地方広域市町村圏事務組合負担金 1,035,828,000円 

[一財 1,035,828,000円]                      （1,057,131,000円） 

○ 目的 

  近隣自治体において、広域的に共同で処理することで、より効率的に処理できる業務を

一部事務組合で処理している。下記の業務について、4市で常総地方広域市町村圏事務組合

を組織し共同処理するものである。 
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○ 内容 

  共同処理している業務 

・ごみ処理に関する業務 

    ・総合運動公園に関する業務 

    ・老人福祉センターに関する業務 

    ・障害者支援施設に関する業務 

・視聴覚ライブラリーに関する業務 

・総合防災センターに関する業務 

・職員の共同研修に関する業務 

 
2 徴税費    2 賦課徴収費 

[担当：納税課] P.84 

0701  徴収事務に要する経費  27,632,000円（31,336,000円） 

[その他 22,000円  一財 27,610,000 円] 

＊特財積算根拠 

[諸収入:雇用保険料本人負担分 22,000円] 

市税のコンビニ収納に要する経費 2,271,000円  

○ 目的 
  納税の利便性と安定的な税収の確保を図る。 
○ 内容 
市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税が、コンビニエンスストアーの店

舗（一部を除く）から納付ができる。 
茨城租税債権管理機構負担金  11,267,000円 
○ 目的 
滞納者及び収入未済額の縮減を図り、収納率の向上に努める。 
○ 内容 
  市において、徴収困難な滞納事案を積極的に移管する。 
 

[担当：課税課] P.85  

2001 資産評価システムに要する経費 20,790,000円（23,205,000円） 
[一財 20,790,000円］ 

○目的 

固定資産の課税客体をより正確に把握することにより、課税内容の適正化、均衡化を図

る。 

○内容 

固定資産評価課税事務に利用している地図情報システムのデータを翌年度データへ更新、

分筆や合筆等の土地の異動に伴う画地データの更新をしている。また航空写真を撮影し評

価対象となる土地及び家屋の利用状況を把握し、現況確認業務をもとに適正な評価と課税

を行うためのものである。 
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[担当：課税課] P.86  

2101 不動産評価鑑定に要する経費 18,608,000円（3,681,000円） 
[一財 18,608,000円］ 

〔平成21年基準年度固定資産評価標準宅地鑑定委託料〕 

○ 目的 

 平成 21年度の評価替に活用する土地評価を算定するにあたり、平成 18年度評価替 3年

間の地域特性の変化による各地域内の価格形成要因及び、現実の土地利用状況を反映させ

て把握する必要性があることから、不動産鑑定士、不動産鑑定士補による標準宅地の鑑定

評価を価格の基礎とすることから委託するものである。 

○ 内容 

 固定資産の土地評価にあたって、宅地の利用状況が類似する地区ごとに区分し、普通商

業地区、併用住宅地区、普通住宅地区等にわけ、さらにその状況（道路幅員、最寄駅の接

近性、公共施設等の接近性）の相違により地域を詳細に区分し、区分された地区を状況類

似地区とし、各状況類似地区に標準宅地を選定し、不動産鑑定士による鑑定評価を行い鑑

定評価額を参考に各土地の評価を算定する。 
〔土地下落率鑑定委託料〕 
○ 目的 

固定資産税の賦課時における、適正な評価額を得るため。 

○ 内容 

平成 20年度課税に対する下落率算定は、平成 18年基準年度の評価替に活用した標準宅

地数541地点のうち価格下落率を同一とする状況類似地区を課税課土地係で判断し、369地

点の標準宅地について価格下落率を算定する。賦課期日から下落率算定時までの修正率を

算定することは当該時点における標準宅地の価格算定と同じ作業を行うことであるため、

不動産鑑定士に委託し土地の下落率を求める。 
〔平成21年基準年度固定資産評価基準地・標準値の不動産鑑定委託料〕 
○ 目的 

固定資産税の賦課時における、適正な評価額を得るため。 

○ 内容 

平成21年基準年度固定資産土地評価に適用する基準値・標準値についての不動産鑑定を

委託する。 

  

3 戸籍住民基本台帳費 1 戸籍住民基本台帳費 

[担当：市民課] P.87 

0501  戸籍・住民基本台帳事務に要する経費 34,005,000円（62,727,000円） 

[国･県 120,000円  その他32,402,000円  一財1,483,000円] 

＊特財積算根拠 

[県委:人口動態調査事務委託金 

（@1,840＋72,630（30円×2,421件）＋5,000）×1.05＋5,100＝88,543円] 

[県委:日雇健康保険事務委託金 ＠79.18×340件＝26,921円] 

[県交:電子証明書発行交付金 ＠50×100件＝5,000円] 
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[手数料:総務手数料 10,637,000円 戸籍住民登録手数料21,765,000円] 

○ 目的 

 戸籍・住民関係の届出及び各種証明書の交付について、電算化を推進することにより事

務処理の正確性や迅速性をさらに高め、また藤代総合窓口、山王郵便局の 2箇所の窓口コ

ーナーとの連携により市民サービスの向上を図る。 

○ 内容 

1.戸籍ＯＡ化及び住民基本台帳関係のオンライン化に要する機器一式及びソフトのリー 

スに要する経費 

2.住民基本台帳ネットワークシステムの稼動及び個人認証サービスに伴い、関連機器の

リースに要する経費 

 

[担当：取手支所] P.88 

0601  支所事務に要する経費  6,394,000円（6,639,000円） 

[一財 6,394,000円] 

○ 目的 

東部地区及び取手駅周辺地域等の住民を対象に戸籍・住基関係の届出、各種証明書の交

付、各種税・手数料等の収納その他、窓口業務を広範に亘り取り扱い、地域住民の利便性

を図ると共に市の行事や観光・地理の案内等を行っている。 

 また、戸頭地区（西部地区）の住民を対象に戸頭窓口コーナーにおいて、戸籍謄抄本・

住民票・印鑑証明等の交付業務を行っている。 

○ 内容 

・臨時職員賃金                            

・オンライン端末機使用料          

・保守点検委託料              

  

[担当：取手支所] P.88 

0701  取手駅前窓口事務に要する経費  9,917,000円（12,345,000円） 

[一財 9,917,000円] 

○ 目的 

平成 19年 3月 17日より、それまでの取手駅東口から駅西口（取手とうきゅう７階）に

移設、更に業務の拡大を図ると共に土・日・祝日においても開所し、戸籍謄抄本・住民票・

各種証明書の交付の外、税及び手数料の収納も行い、多様化する市民のニーズやライフス

タイルにも対応し、尚一層の市民サービスの向上を図る。 

○ 内容 

・臨時職員賃金 

・オンライン端末機使用料 

・取手駅前窓口借上料 

 

[担当：市民課] P.89 

2001  自動交付機に要する経費  10,690,000円（15,252,000円） 
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[国･県 2,102,000円  その他 3,720,000円  一財 4,868,000円] 

＊特財積算根拠 

[国委:外国人登録事務委託金2,102,000円] 

[手数料:総務手数料345,000円 戸籍住民登録手数料3,375,000円] 

○ 目的 

本庁舎及び藤代庁舎の 2台の自動交付機により市民の多様なニーズやライフスタイルに

対応するため、閉庁後や土・日曜日でも住民票の写しや印鑑登録証明の交付が受けられる

ようにするとともに、手続きの簡素化による窓口の混雑緩和を図る。 

○ 内容 

  設 置 場 所          ・取手市役所本庁舎玄関ホール内及び藤代庁舎玄関ホール内 

  稼動日及び時間       ・平   日  午前８時３０分～午後７時 

                       ・土 ･ 日  午前８時３０分～午後５時 

稼動休止日           ・祝祭日と年末年始（12月29日～１月3日） 

・振替休日、国民の休日 

 

[担当：市民課] P.89 

2101  郵便局による諸証明発行に要する経費 867,000円（1,204,000円）  

[一財 867,000円] 

○ 目的 

地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律に基づき、山王支所の

廃止の代替施設として平成 15年 12月に山王郵便局内にオ－プンし、旧藤代町との合併協

議を経て現在に至っている。 

 業務の内容は、 

・戸籍の謄本・抄本（除籍も含む） 

・納税証明及び所得証明 

・外国人登録原票記載事項証明  

・住民票の写し及び住民票記載事項証明 

・戸籍附表の写し 

・印鑑登録証明 

以上の請求の受付及び交付事務（本人請求に係わるもの） 

○ 内容 

・取扱日及び時間 

土・日曜日・祝日及び12／29～1／3を除く日の9時から16時まで 

・主な経費の内訳 

レジデントファックス使用料、コピー保守点検委託料、郵便局の取扱手数料、電話回線

使用料などである。 
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〔戸籍・住民票等の手数料の件数について〕  

（1）総務手数料の件数  11,522,000円  

種   別 単   価（円） 件   数 合   計（円） 

印  鑑  登  録 200          4,700       940,000 

印 鑑 登 録 証 明 200         47,800     9,560,000 

外国人登録済証明 200          1,100        220,000 

仮  ナ ン バ ー 750            900        675,000 

そ の 他 の 証 明 200  10         2,000  

住民基本台帳カード 500 250       125,000  

（2）戸籍住民登録手数料 24,600,000円 

種   別 単  価（円） 件   数 合   計（円） 

戸  籍  謄  本         450          11,900    5,355,000 

戸  籍  抄  本         450           4,300 1,935,000 

除  原  謄  抄 本         750           4,500      3,375,000 

受  理  証  明  書 等     350             500       175,000 

住  民  票  の  写 し     200          62,000     12,400,000 

住民票の写し(6人以上)         300             600        180,000 

住  基  閲  覧 2,000             150 300,000 

戸  籍  附  表 200           1,600       320,000 

住 基 記 載 事 項証明 200           1,800        360,000 

身  分  証  明 200           1,000         200,000 

 

3 戸籍住民基本台帳費  2 住居表示費 

[担当：市民課] P.90 

2001  住居表示に要する経費381,000円（20,186,000円） 

[一財 381,000円] 

○ 目的 

・住居表示区域に係る町名、街区及び住居番号の表示、住居表示台帳の維持管理 

○ 内容 

・住居表示区域内における建物新築（新設）に係る住居番号の設定、及び住居表示台帳の

更新 

・旧藤代町区域（光風台・双葉）の街区表示板の付け替え 

 
4 選挙費    1 選挙管理委員会費 

[担当：総務課] P.91 

0501  選挙管理委員会に要する経費  1,135,000円（1,180,000円） 

[一財 1,135,000円］ 
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○ 目的 

  選挙管理委員の報酬等の支給、研修、会議への参加、および関連する法令集等の購入に

より公正な選挙事務の執行を図る。 

○ 内容 

  (1)選挙管理委員会開催経費 422,000円 

開催に伴う委員報酬及び費用弁償 

  (委員長報酬＠9,000円 委員報酬＠8,400 費用弁償＠2,000) 

  (2)研修、会議出席のための委員長報酬及び旅費 71,000円 

  (3)委員会の事務執行に要する消耗品費 44,000円 

 (4)選挙管理委員会連合会分担金及び負担金 89,000円 

 (5)農業委員会選挙人名簿申請に要する封筒印刷代及び郵送料 490,000円 

 

4 選挙費    3 諸選挙費 

[担当：総務課] P.92 

2501  参議院議員通常選挙に要する経費  46,878,000円   

[国･県 46,878,000円］ 

＊特財積算根拠 

[国委:参議院議員通常選挙費委託金 46,743,000円] 

[国委:参議院議員通常選挙啓発推進事業委託金 135,000円] 

○ 目的 

  参議院議員通常選挙の執行 

○ 内容 

  参議院議員通常選挙に要する経費である。 

  平成19年7月28日の任期満了により執行される予定である。 

 

[担当：総務課] P.93  

4201  市長選挙に要する経費  38,610,000円（520,000円） 

[一財 38,610,000円]  

○ 目的 

  市長選挙の執行 

○ 内容 

  市長選挙に要する経費である。 

  平成19年4月26日の任期満了により執行される。 

選挙期日は平成19年4月22日、告示日は平成19年4月15日である。（平成19年統一

地方選挙の執行日による） 

 

[担当：総務課] P.95  

4501  市議会議員一般選挙に要する経費  78,669,000円   

[一財 78,669,000円］ 

○ 目的 
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  市議会議員一般選挙の執行 

○ 内容 

  市議会議員選挙に要する経費である。 

  平成20年2月14日の任期満了により執行される予定である。 

 

[担当：総務課] P.96  

6401  福岡堰土地改良区総代選挙に要する経費  86,000円   

[その他 86,000円］ 

＊特財積算根拠 

[諸収入:福岡堰土地改良区総代選挙費委託金 86,000円] 

○ 目的 

  福岡堰土地改良区総代選挙の執行 

○ 内容 

  福岡堰土地改良区総代選挙に要する経費である。 

  平成19年9月27日の任期満了により執行される予定である。 

 
5 統計調査費    1 統計調査総務費 

[担当：企画課] P.97 

0501  統計事務に要する経費  181,000円（231,000円） 

[その他 4,000円  一財 177,000円] 

＊特財積算根拠 

[諸収入:統計とりで売却代 4,000円] 
○ 目的 

  情報化社会における統計の重要性の認識を高め、統計教育を推進し、統計思想の普及向

上を図る。 

○ 内容 

①統計グラフコンクールの実施 

②県統計協議会、農林水産統計協会参画 

 

5 統計調査費    2 諸統計調査費 

[担当：企画課] P.98 

2101  県消費者物価調査に要する経費  3,356,000円（3,373,000円） 

[国･県 3,356,000円] 

＊特財積算根拠 

[県委:県消費者物価調査 3,356,000円] 

○ 目的 

  商品の小売価格、サービス料金及び家賃を毎月調査することにより、物価水準の動向を

明らかにし、各種行政施策の基礎資料とする。 

○ 内容 

  ①市内の小売価格調査 
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  ②市内の民営アパート等の家賃調査 

  ③公共料金の調査 

  ④幼稚園保育所等調査 

  ⑤調査員数  5名 
 

[担当：企画課] P.99 

2401  商業統計調査に要する経費  1,568,000円  

[国･県 1,568,000円] 

＊特財積算根拠 

[県委:商業統計調査 1,568,000円] 

○ 目的 

商業活動の実態を明らかにすることを目的として、商業（卸売業・小売業）を営むすべ

ての事業所を対象に実施する。 

○ 内容 

  ①期 日     平成19年6月1日 
  ②調査区     全数 

  ③調査員数   約41名 

 

[担当：企画課] P.100 

3601  就業構造基本調査に要する経費  1,639,000円  

[国･県 1,639,000円］ 

＊ 特財積算根拠 

[県委:就業構造基本調査 1,639,000円］ 

○ 目的 

 わが国の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を

得ることを目的として実施する。 

○ 内容 

  ①期 日     平成19年10月1日 
  ②調査区     指定された地区 

  ③調査員数   約25名 

④指導員数  約2名 

 

[担当：企画課] P.100 

3701  住宅・土地統計調査単位区設定に要する経費  756,000円  

[国･県756,000円] 

＊特財積算根拠 

[県委:住宅・土地統計調査単位区設定 756,000円］ 

○ 目的 

  平成20年10月1日に実施される住宅・土地統計調査のための、調査区設定事務を行う。 

○ 内容 
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  ①指導員数  約24名 
②調査区     約237調査区 

 

[担当：企画課] P.101 

3801  全国物価統計調査に要する経費  429,000円  

[国･県 429,000円] 

＊特財積算根拠 

[県委:全国物価統計調査 429,000円] 

○ 目的 

  価格の店舗間格差、銘柄間格差、地域間格差の実態を把握し、物価に関する基礎資料を

得るため、商品の販売価格及びサービスの料金並びにこれらを取り扱う店舗の状態や立地

環境など価格決定に関する様々な要素を調査する。 

○ 内容 

  ①期 日     平成19年11月中旬 
  ②調査区     全数 

  ③調査員数   約5名 

 


